
第１章 総則
第４ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

（8） 障害のある生徒などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつ
つ、例えば指導についての計画又は家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関
と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の生徒の障
害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織的に行うこと。
特に、特別支援学級又は通級による指導については、教師間の連携に努め、

効果的な指導を行うこと。

【改訂のポイント】
・学校全体で特別支援教育に取り組むための校内支援体制の整備
・一人一人の実態等に応じた指導の充実
・交流及び共同学習の推進

＜中学校学習指導要領＞ （小学校学習指導要領もほぼ同旨）

学習指導要領の改訂
（１）小・中学校学習指導要領（平成20年3月告示）

＜中学校学習指導要領解説 総則編＞

第３章
第５節 ８ 障害のある生徒の指導

中学校には、特別支援学級や通級による指導を受ける障害のある生徒とともに、
通常の学級にもＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）、自閉症などの
障害のある生徒が在籍していることがあり、これらの生徒については、障害の状態等
に即した適切な指導を行わなければならない。



（２）特別支援学校学習指導要領等（平成21年3月告示）
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１．今回の改訂の
基本的考え方

幼稚園、小学校、中学校
及び高等学校の教育課
程の改善に準じた改善

障害の重度・重複化、多
様化に対応し、一人一人
に応じた指導を一層充実

自立と社会参加を推進す
るため、職業教育等を充
実

○ 障害の重度・重複化、発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため、「自立
活動」の指導内容として、「他者とのかかわりの基礎に関すること」などを規定

○ 重複障害者の指導に当たっては、教師間の協力した指導や外部の専門家を活用するな
どして、学習効果を高めるようにすることを規定

障害の重度・重複化、多様化への対応

○ 一人一人の実態に応じた指導を充実するため、全ての幼児児童生徒に「個別の指導計
画」を作成することを義務付け

○ 学校、医療、福祉、労働等の関係機関が連携し、一人一人のニーズに応じた支援を行うた
め、すべての幼児児童生徒に「個別の教育支援計画」を作成することを義務付け

一人一人に応じた指導の充実

○ 特別支援学校（知的障害）における職業教育を充実するため、高等部の専門教科として
「福祉」を新設
○ 地域や産業界と連携し、職業教育や進路指導の充実を図ることを規定

自立と社会参加に向けた職業教育の充実

○ 障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習を計画的・組織的に行うこと
を規定

交流及び共同学習の推進



○学習指導要領の実施時期

小学校・中学校・高等学校学習指導要領等の実施スケジュールに準拠

高等学校

（高等部）

中学校

（中学部）

小学校

（小学部）

幼稚園

（幼稚部）

平成２５年度平成２４年度平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度

告
示

全面実施

全面実施

学年進行
で実施

告
示

告
示

告
示

全面実施

周知・徹底

周知・徹底

周知・徹底

周知・徹底

算数、理科

総則等

数学、理科

総則等

先行実施 総則等

先行実施(学年進行)
数学、理科

先行実施

先行実施

新学習指導要領等の実施スケジュール

（*注：特別支援学校幼稚部・小学部・中学部の学習指導要領告示は平成21年3月）
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障害のある児童生徒に係る学習評価の在り方

現 状

○ 特別支援学校や特別支援学級に在籍した

り，通級による指導を受けたりする児童生徒

の増加

○ 障害の重度・重複化，多様化

新しい学習指導要領

○ 特別支援学校に在籍するすべての児童

生徒について個別の指導計画の作成を義

務付け

○ 障害のある児童生徒と障害のない児童

生徒の交流及び共同学習を推進

【特別支援学校に在籍する児童生徒に係る学習評価】

・ 個別の指導計画に基づいた学習の状況や結果を評価

・ 指導要録については，原則として小・中学校の指導要録の改善に対応した改善を行うとともに，知的障害
の場合には引き続き一人一人に設定する指導内容や教育課程を踏まえて記述

また，交流及び共同学習に関しては，相手先の学校名や実施内容，成果等を記述

【小・中学校等に在籍する障害のある児童生徒に係る学習評価】

・ 特別支援学級の児童生徒については，特別支援学校における評価方法等を参考

・ 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒については，通級による指導の内容や効果的と考えられる
指導方法等を記述

○ 児童生徒の障害の状態等を十分理解しつつ，一人一人の学習状況を一層丁寧に把握する工
夫が必要

○ 学習指導要領に定める目標に準拠して評価を行うこと，学習指導と学習評価を一体的に進める

ことなど，学習評価の基本的考え方は同じ



３５人以下学級の推進による教職員定数の改善
（平成23年度 義務教育費国庫負担金予算案）

平成23年度予算案 １兆５,６６６億円 （対前年度 ▲２７１億円）

新学習指導要領の本格実施や、いじめ等の学校教育上の課題に適切に対応し、教員
が子ども一人一人に向き合う時間を確保することにより、子どもたちの個性に応じたきめ
細やかで質の高い教育の実現が急務。
このため、35人以下学級については、平成23年度は小学校１年生について制度化する。

▼ 趣 旨

小学校１年生の35人以下学級の実現に必要な4,000人の教職員定数を措置するため、
純増300人を含む2,300人の定数改善を行う。

▼ 23年度予算案の概要

①小学校１年生の35人以下学級の実現 ３，７７０人
②35人以下学級の実施に伴う教職員配置の充実 ２３０人

・副校長・教頭の配置の充実（１００人）
・生徒指導(進路指導)担当教員の配置の充実（３０人）
・事務職員の配置の充実（１００人）

【23年度予算案 4,000人の内訳 】

※既に地方自治体において少人数学級に使われている加配定数1,700人分を活用。
※少人数指導や通級指導などを実施するための加配定数は引き続き維持。

学級編制の標準の引下げは、現行の40人学級がスタートした昭和55年以来、30年ぶり

教職員定数は、平成22年度に引き続き純増→２年連続の純増は、平成３年度以来、20年ぶり

特別支援教育係る施策～平成２３年度特別支援教育関係予算～



加 配 教 職 員 定 数 に つ い て （ 義 務 ）

加 配 教 職 員 定 数 は 、 習 熟 度 別 指 導 の た め の 少 人 数 指 導 等 の 実 施 、
い じ め や 不 登 校 等 へ の 対 応 な ど 、 学 校 が 個 々 に 抱 え る 問 題 解 決 の
た め に 学 級 担 任 等 の 基 本 的 な 教 職 員 定 数 と は 別 に 特 例 的 に 措 置 し
て い る も の 。

平 成 ２ ３ 年 度 予 算 ( 案 ) に お け る 加 配 教 職 員 定 数 一 覧

加 配 事 項 内 容 予 算 定 数

指 導 方 法 工 夫 改 善 少 人 数 指 導 、 習 熟 度 別 指 導 、 テ ィ ー ム ・ テ ィ ー チ
( 法 7 条 2 項 ) ン グ な ど き め 細 か な 指 導 方 法 改 善 3 9 , 4 2 3 人

通 級 指 導 対 応 比 較 的 軽 度 の 障 害 の あ る 児 童 生 徒 の た め の い わ ゆ
( 法 1 5 条 2 号 ) る 通 級 指 導 対 応 4 , 3 4 0 人

児 童 生 徒 支 援 い じ め 、 不 登 校 や 問 題 行 動 へ の 対 応 、 地 域 や 学 校
( 法 1 5 条 2 号 ) の 状 況 に 応 じ た 教 育 指 導 上 特 別 な 配 慮 が 必 要 な 児 6 , 6 7 7 人

童 生 徒 対 応

主 幹 教 諭 の 配 置 主 幹 教 諭 の 配 置 に 伴 う マ ネ ジ メ ン ト 機 能 の 強 化 へ
( 法 1 5 条 3 号 ) の 対 応 1 , 4 4 8 人

研 修 等 定 数 資 質 向 上 の た め の 教 員 研 修 、 初 任 者 研 修 、 教 育 指
( 法 1 5 条 5 号 ) 導 の 改 善 研 究 対 応 5 , 4 8 4 人

養 護 教 諭 い じ め 、 保 健 室 登 校 な ど 心 身 の 健 康 へ の 対 応
( 法 1 5 条 2 号 ) 2 8 2 人

栄 養 教 諭 等 肥 満 、 偏 食 な ど 食 の 指 導 へ の 対 応
( 法 1 5 条 2 号 ) 2 7 9 人

事 務 職 員 事 務 処 理 の 効 率 化 な ど 事 務 の 共 同 実 施 対 応
( 法 1 5 条 4 号 ) 8 7 2 人

合 計
5 8 , 8 0 5 人




